
障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金

１ 事業の内容

急激な物価高騰の影響を受けながらもサービスの提供を継続している障害福祉サービス事業所

等を運営する法人等を支援するため、障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金を交付する。

２ 対象者

・令和７年10月１日に静岡県内(政令市を含む)に所在する３に記載する障害福祉サービス事業所等

・国、地方公共団体(一部事務組合を含む)、地方独立行政法人等が管理・運営する事業所(指定

管理制度導入施設を含む)については、交付対象外

・介護サービス事業所等物価高騰対策支援金、児童福祉施設等物価高騰対策支援金、医療機関等

物価高騰対策支援金の重複する部分は支給しない

・福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設に係る運営費部分は、本支援金の対象とする

３ 支援対象、支給額

(1) 光熱費、燃料費、食材費等に係る支援

区 分 対象事業所等 交付額 交付限度額

訪 問

及 び

相 談 系

サービス

事 業 所

【障害者総合支援法】

居宅介護事業所

行動援護事業所

自立生活援助事業所

就労定着支援事業所

重度訪問介護事業所

同行援護事業所

計画相談支援事業所

地域移行支援事業所

地域定着支援事業所

【児童福祉法】

居宅訪問型児童発達支援事業所

保育所等訪問支援事業所

障害児相談支援事業所

左記のいずれかの指定を受けている事業

所は、(複数の訪問・相談系のサービスの

指定を受けていても)訪問・相談系の事業

所につき一律24,000円

－

通 所 系

サービス

事 業 所

【障害者総合支援法】

自立訓練(機能訓練)事業所

自立訓練(生活訓練)事業所

就労移行支援事業所

就労継続支援事業所(Ａ型)

就労継続支援事業所(Ｂ型)

就労選択支援事業所

生活介護事業所

【児童福祉法】

児童発達支援事業所

放課後等デイサービス事業所

利用定員１人につき1,400円
※障害者支援施設(施設入所支援事業所)で
提供する日中サービスの場合には、当該日中
サービスの定員が入所施設の定員を上回る
場合に、その上回った定員１人につき1,400
円(下記「障害者支援施設(施設入所支援事業
所)の特例」参照)
※児童発達支援、放課後等デイサービスを行
う多機能型事業所については、配置している
基準人員が対応可能な最大人数を利用定員
とする(児童発達支援、放課後等デイサービ
ス合わせて10人としている事業所は、指定
上、児童発達支援10人、放課後等デイサー
ビス10人となっていても配置している基準
人員は２人であるため、支援金交付事業にお
ける利用定員は合わせて10人となる)

56,000円

入 所 ･

居 住 系

サービス

事 業 所

【障害者総合支援法】

共同生活援助事業所

宿泊型自立訓練事業所

短期入所事業所(併設型、単独型)

療養介護事業所

利用定員１人につき2,800円

※短期入所事業所(空床型)は対象外

280,000円

【障害者総合支援法】

障害者支援施設(施設入所支援事業所)
利用定員１人につき32,800円 3,280,000円



(2) 運営費に係る支援(障害福祉支援員等の賃金改善その他の施設運営に係る費用)

＜障害者支援施設(施設入所支援事業所)の特例＞

区 分 対象事業所等 交付額

通 所 系

サービス

事 業 所

【障害者総合支援法】

自立訓練(機能訓練)事業所

自立訓練(生活訓練)事業所

就労移行支援事業所

就労継続支援事業所(Ａ型)

就労継続支援事業所(Ｂ型)

就労選択支援事業所

生活介護事業所

【児童福祉法】

児童発達支援事業所

放課後等デイサービス事業所

左記のいずれかの指定を受けている事業所は、(複数の訪

問・相談系のサービスの指定を受けていても)通所系の事

業所につき一律180,000円

入 所 ・

居 住 系

サービス

事 業 所

【障害者総合支援法】

共同生活援助事業所

宿泊型自立訓練事業所

短期入所事業所(併設型、単独型)

療養介護事業所

障害者支援施設(施設入所支援事業所)

【児童福祉法】

福祉型児童入所支援施設

医療型児童入所支援施設

利用定員29人以下の事業所につき一律180,000円

利用定員30人以上の事業所につき一律300,000円

※短期入所事業所(空床型)は対象外

区 分 対象事業所等 交付額 交付限度額

日 中

サ ー ビ ス

自立訓練(機能訓練)事業所

自立訓練(生活訓練)事業所

就労移行支援事業所

就労継続支援事業所(Ａ型)

就労継続支援事業所(Ｂ型)

就労選択支援事業所

生活介護事業所

障害者支援施設(施設入所支援事業所)の

定員を超える利用定員１人につき

1,400円

56,000円

夜 間

サービス

【障害者総合支援法】

障害者支援施設(施設入所支援事業所)
利用定員１人につき32,800円 3,280,000円


